
倉敷市視察報告書

平成25年４月１２日

2013年度

 

会派視察

江東区議会民主党

参加者：鈴木綾子



倉敷市視察

視察調査項目と訪問先（４月１２日）

１．美観地区観光ボランティアガイド

２．倉敷市の景観政策について

日時：平成２５年４月１２日（金）
9：３０～１２：００

対応者：倉敷市観光ボランティアガイド
場所：倉敷市美観地区内の景観・名所。

対応者：建設局

 

都市計画部
都市計画課

 

都市景観室

 

寺内隆室長
西村貴裕主任

４.食育について

3.景観や地域資源を活かした観光の取り組みについて

時間：平成２５年４月１２日（金）14:00～1600（全体）

対応者：文化産業局

 

文化観光部

 

観光課

 

山本洋司課長補佐
田中京子主任

市長公室

 

くらしき情報発信課

 

安藤俊晴主幹

対応者：健康づくり課

 

食育推進係

 

栗正裕子主任

【倉敷市行政視察】

【現地視察】



倉敷市の概要

■人口：482,456人
■世帯数：198,936世帯
■面積：354.72㎢（平成25年３月末現在）
■予算規模：1666億2466万円（一般会計）

概要

瀬戸内海沿岸、中国地方の南東部、岡山県の南部に位置する。
倉敷側沿いの城壁の街並は、「美観地区」として有名な観光地。
大阪市に次ぐ、西日本を代表する工業都市で、製造業出荷額は４兆円

 

にのぼる。行政と観光の倉敷、コンビナートを持つ水島、学生服・

 

ジーンズのメッカ児島、貿易港と新幹線駅のある玉島といった、地理

 

や歴史の異なる多様な四地区で構成される。

倉敷市の地域区分



倉敷市議会

■委員会構成
常任委員会：総務（7）・市民環境（８）・保健福祉（７）

文化産業（７）・建設（７）・文教（７）
特別委員会：決算（9)・地域活性化対策（８）

防災体制等整備(8)・行財政改革（8)
議会運営委員会：委員定数１２人
■議会基本条例：
平成２４年９月に議会基本条例が可決。平成２５年４月施行。

■質問について

■議員数：条例定数

 

４３人、現員４３人
■会派・党派構成（平成２５年２月現在）

資料：倉敷市議会概要より抜粋



１．倉敷市観光ボランティアガイド

概要

倉敷市観光ボランティアガイドは、倉敷地区（美観地区周辺）、玉島地区、真

 

備地区の３カ所で実施されている。
今回は、倉敷地区（美観地区周辺）のガイドツアーに参加。
美観地区の名所（大原美術館、蔵の立ち並ぶ街並、倉敷川、アイビースクエ

 

アなど）や歴史を無料、予約不要で案内。

所感

ボランティアガイドによる案内は、倉敷美観地区の街並や名所など、街が持

 

つ良さが伝わる、ホスピタリティある丁寧なものだった。観光客にまちの良さ

 

を伝え、ファンを増やして行く取組としては有効である。
美観地区には、無料のボランティアガイドの他、有料ガイド、旅行会社の添

 

乗員などの様々なガイドが、団体や個人に対して観光案内を行っていた。
江東区の「文化観光ガイド」は、行政と区民が協働した事業で、文化観光課

 

や文化センターが研修を行った後、区の主催イベントや観光案内所でのガイド

 

ツアーを行っている。まちを愛し、良さを伝えるための観光ガイドツアー事業

 

である点、観光客の満足だけでなく、ガイドをすることで、街を愛する心を育

 

み、生きがいの創出につながっている点に共通点を感じた。

ガイドの実施主体は「倉敷市ウェルカ

 

ム観光ガイド協議会」
観光客の方々を温かくもてなし、倉敷

 

美観地区の自然・風土・歴史・文化など

 

を観光案内することにより観光客の方々

 

の旅の思い出づくりに寄与することを目

 

的としてガイド活動を行っている。
協議会に入会した会員が、貸与された

 

「観光ガイドマニュアル」による実地研

 

修を受け、自信がついた時点（２ヶ月で

 

８回、３ヶ月で１５回の研修など、それ

 

ぞれ）でガイド活動を開始。



倉敷市では、昭和４３年に「伝統美観保存条例」を制定するなど、全

 

国に先駆けて伝統的な町並みの保全に取り組んできた。昭和５４年に

 

は伝建地区指定も行い、より一層の景観保全を行ってきた。
平成16年に景観法が制定され、平成18年度より景観計画の策定に

 

取り組み、平成22年1月1日より倉敷市景観計画と倉敷市都市景観条

 

例を施行し、倉敷市全域で良好な景観の形成に取り組んでいる。

倉敷のまちづくりと大原家

２．倉敷市の景観政策について

■クラボウ
■中国銀行
■クラレ
■大原美術館
■倉敷国際ホテル

倉敷のまちに産業面、文化面
など、多大な貢献。

資料：倉敷市提供視察資料より抜粋



景観法以前の取り組みとしては、戦後の美観地区の町並み保存は民

 

間主導で行われてきた背景があり、行政は昭和40年頃から取り組ん

 

できたが、伝統美観保存条例には法的根拠がなく、また予算規模が小

 

さすぎるといった課題があった。昭和50年に文化財保護法の改正が

 

あり、昭和53年に伝統的建造物群保存地区保存条例を制定した。

美観地区は伝統的建造物群保存地区（伝建地区）と以前の自主条例

 

による伝統美観保存地区（伝美地区）で構成されている。現在は伝

 

建・伝美地区ともに、景観法に基づく景観地区となっており、倉敷市

 

美観地区景観条例による実効力をもった規制を行っている。また、美

 

観地区の背後で美観地区からの眺望景観を守るための背景地区が創設

 

されている。

２．倉敷市の景観政策について

■電線地中化事業（倉敷川沿い中心）：昭和６２年～、ほぼ完了
■道路美装化事業：バリアフリーを含め、道路に化粧石使用
■夜間景観照明事業（ライトアップ）：平成１７年～
→宿泊客・観光客増を期待

資料：倉敷市提供視察資料より抜粋



中心市街地活性化事業として、奈良萬の小路、林源十郎商店などを整備。

歴史的町並みを次の世代に引き継ぐ為、補助金制度や税の減免を実施。

２．倉敷市の景観政策について

資料：倉敷市提供視察資料より抜粋



美観地区周辺で高層建築物の建設が相次いだため、背景条例を策定

 

し、高層建築物を制限、美観地区の上空など、背景保全に取り組む。

２．倉敷市の景観政策について

資料：倉敷市提供視察資料より抜粋



２．倉敷市の景観政策について

倉敷市景観計画

資料：倉敷市提供視察資料より抜粋



２．倉敷市の景観政策について

景観計画による制限と景観誘導の手法

■色彩について：各類型共通の色彩基準を設けているが、全国的に見ても厳し

 

い基準となっている。

■建築物の高さについて：
用途地域ごとに最高限度を設けているが、都市計画法による高度地区とは異

 

なる。この基準を超えるものについては基準内に収まるように指導を行うが、

 

基準を超えたことで建築確認ができないといったようなことはなく、あくまで

 

も景観形成のためのお願いにとどまる。

資料：倉敷市都市景観条例に基づく届出リーフレットより抜粋



２．倉敷市の景観政策について

景観計画による制限と景観誘導の手法

資料：倉敷市都市景観条例に基づく届出リーフレットより抜粋

■届出制度：
景観誘導の手法として、届出制度を設けているが、届出が必要となるのは一

 

定規模以上の建築物・工作物となる。また、今後、勧告だけでなく変更命令も

 

行うことのできる特定届出対象行為を定め、より強制力を持った景観形成の誘

 

導を行いたいと考えている。景観への影響が特に大きいと考えられる届出につ

 

いては、都市景観審議会に諮ることとなり、現在は届出対象行為となる新築建

 

築物については、原則、全て審議会に諮るという運用をしている。



２．倉敷市の景観政策について

景観計画による制限と景観誘導の手法

■届出手続きの流れ

資料：倉敷市提供視察資料より抜粋

■屋外広告物について



２．倉敷市の景観政策について

今後の取り組みについて

地域の特性を生かした景観形成を特に重点的に推進する地区として、

 

「倉敷駅周辺」「下津井周辺地区」「旧玉島港周辺地区」「酒津地

 

区」を景観重点地区とし、協議して取り組む。

資料：倉敷市提供視察資料より抜粋



２．倉敷市の景観政策について

市民の取組

市民の取り組みとしては、倉敷伝建地区をまもり育てる会・NPO法

 

人倉敷町家トラスト・倉敷市の3者協働でのまちづくりがあり、その

 

活動が評価されて、平成22年度に都市景観大賞を受賞した。

所感

倉敷市は、伝統的な町並みを保存する為に、全国で先駆けて伝統美

 

観保存条例を制定するなど、先駆的な取組を続けて来た。
それに加え、美しい景観の眺望を守る為の背景保存にも全国で先

 

駆けた取組を行うなどの取組も興味深かった。
江東区の場合は、高層建築物が多く、地域特性も異なるため、倉

 

敷市の景観政策をそのまま取り入れることは難しいが、歴史的建造

 

物など下町の伝統ある景観を保全し、近代的な町並みとのバランス

 

をとった景観政策を推進するにあたり、参考になる視察内容だった。

資料：倉敷市提供視察資料より抜粋



倉敷市では、美しい景観や地域資源を活かした観光を推進し、観光客・宿泊増

 

などにつなげていくため、情報発信力を強化。
「倉敷市観光情報発信協議会」を立ち上げ、新しい観光情報サイト「倉敷観光

 

WEB」立ち上げ、体験プログラム、企業とのコラボなどを積極的に実施。

概要

3.景観や地域資源を活かした観光の取り組みについて

新「倉敷観光WEBサイト」の立ち上げ

出典：倉敷市視察資料より抜粋



「倉敷市情報発信協議会」について

3.景観や地域資源を活かした観光の取り組みについて

「倉敷市情報発信協議会」の運営について

（広告収入：３００万円、負担金：１５０万円） 出典：倉敷市視察資料より抜粋



倉敷観光WEBは、行政単体の運営から、情報発信協議会での運営となった。こ

 

のため、これまでの倉敷市の観光サイトで紹介できなかった、グルメやお店な

 

どの個店などの情報の発信等ができるようになるなどのメリットが広がった。
また、体験プログラムの充実や、有料広告による運営資金の確保など、観光に

 

よるお土産の購入や飲食、宿泊機会の増加に結びつくための取り組みも進めて

 

いる。

旧倉敷市観光サイトと、「倉敷観光WEB」の違い

3.景観や地域資源を活かした観光の取り組みについて

出典：倉敷市視察資料より抜粋



3.景観や地域資源を活かした観光の取り組みについて

出典：倉敷市視察資料より抜粋



3.景観や地域資源を活かした観光の取り組みについて

出典：倉敷市視察資料より抜粋



3.景観や地域資源を活かした観光の取り組みについて

出典：倉敷市視察資料より抜粋



3.景観や地域資源を活かした観光の取り組みについて

倉敷市観光WEBサイトへのアクセス（訪問）数

倉敷観光WEBの運用により、前サイトを超えるアクセス数を更新し、前年比

 

130～１５０％の伸び率となるなど、注目が集まっている。
実際に、新サイト運用後、旅行会社からの問い合わせが増えるなど、旅行会

 

社が交通機関とのタイアップの効果も見られているとの説明を受けた。

美しい町並み、豊富な地域資源を世界に

 

広め、観光客増・購買客増、宿泊客増につ

 

なげていくためには、景観保全などの取組

 

などのほか、情報発信が重要である。行政

 

が実施することにハードルが高い、個店の

 

宣伝や広告収入の獲得など取り組みを推進

 

して行く為に、「情報発信協議会」を設立

 

し、観光PRの機会を増加させていることが

 

大変興味深く、江東区へも取り入れたい方

 

式である。
江東区も全区的な観光推進のために、江

 

東区観光協会を設立し、新たにWEBサイト

 

の立ち上げが予定されているため、大変参

 

考にな

 

た

所感

出典：倉敷市視察資料より抜粋



倉敷市では、国が平成１７年に制定した「食育基本法」に基づき、平成２０年

 

３月に、「食で育もう

 

元気なくらしき～ふれあう地域、広がる食育の輪～」

 

をスローガンに、倉敷市食育計画を策定。市民一人一人に様々な体験を通じて

 

食に関する知識や、食を選択する力を習得し、健康食生活を実現できる食育を

 

推進してきた。

概要

3.食育について

食育の推進については、行政や市民協働で役割分担をし、実施している。

出典：倉敷市食育推進計画



食育について、家庭・個人や各主体で協働した推進活動を行っている。

3.食育について

【家庭・個人】 【地域・保健・福祉・医療・ボランティア団体】

【幼稚園・保育園】
【学校】

出典：倉敷市食育推進計画



食育について、家庭・個人や各主体で協働した推進活動を行っている。

3.食育について

出典：倉敷市食育推進計画

【農業・漁業・食品関連事業者】

【行政】



倉敷市では、食育ポータル・くらしきWebなど、食育に関する情報を分かりやすくインター

 

ネットを用いて情報提供を行っている。くらしきWebでは、年代層に応じた食育に関する情

 

報提供と、レシピ集など、充実したコンテンツの掲載を行っている。

3.食育について

出典：倉敷市ホームページより抜粋

年代別レシピ集の提供

倉敷市の食育推進については、食育推進計画に基づいて、行政・住民・教育・各事業主体が

 

役割分担をし、各事業を推進しているという印象を受けた。
食育事業に関する各取組については、江東区でも同様・類似の事業を実施している場合が多

 

いが、食育の取り組みについて各主体のやるべきこと、年代別に取り組むべきことをしっか

 

り意識し、イベント開催などで住民に届くような情報提供を行い、推進をしている姿勢が良

 

いと感じた
特に、食育ポータル・くらしきWebなど、食育に関する情報を分かりやすくインターネット

 

を用いて情報提供を行っていることについては江東区にない取組であり、大変参考になった。

所感
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